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備考

事前評価時の想定との比較 事前評価時点では、宅地建物の購入者等が退避経路協定、退避施設協定及び管理協定の承継効に基づく土地及び建物に係る義務について、事前に知らない
場合に被る不測の損害を回避することが求められていたが、現在もそのことに変わりはない。また、当該規制の拡充が行われなかった場合、宅地建物取引業者
が退避経路協定、退避施設協定及び管理協定の承継効に関する宅地建物の購入者等への事前説明を行わず、当該購入者等が承継効に係る義務について事
前に知ることができないというベースラインにも変化は生じていない。
このため、宅地建物取引業者に対して、引き続き、退避経路協定、退避施設協定及び管理協定の承継効に関する宅地建物の購入者等への事前説明を義務づ
けることにより、当該購入者等が承継効に係る義務について事前に知ることができるよう措置しておくことが必要である。

考察

事前評価時、行政費用は特に想定されていなかった。また、承継効に基づく義務のかかった土地及び建物の取引例はなく、その他の行政費用の発生は確認さ
れていないため、事前評価時とかい離はない。

事前評価時、遵守費用として、宅地建物取引業者は、宅地建物の売買等に際し、当該宅地建物が退避経路協定又は退避施設協定の区域内にあるか、及び管
理協定の目的となる備蓄倉庫に係るものであるかについて、認可された協定が縦覧されている市町村まで行って確認した上で、当該協定に基づく承継効に係る
義務について、宅地建物取引士をして購入者等に対して説明させなければならなくなることが想定されていた。（ただし、宅地建物取引業者は他の説明事項に係
る確認のため、いずれにしても市町村に行かなくてはならず、大きな負担とはならないと考えられる。）
なお、費用は個別のケースによって異なると考えられるため、定量化又は金銭価値化することは困難であるが、事前評価時から遵守費用の内容等について特段
の変化・変更はない。

副次的な影響及び波及的な影響は特に想定されない。

前述したように承継効に基づく義務のかかった土地及び建物の取引例はないものの、都市再生特別措置法の規定が存在する限り、今後新たに退避経路協定、
退避施設協定及び管理協定が締結される可能性があることを考慮すると、土地や建物の購入者等が承継効について事前に知らない場合に不測の損害を被るこ
とを回避するためには、本規制は継続することが妥当と考える。

規制の拡充

事前評価時は、宅地建物の購入者等が、退避経路協定、退避施設協定及び管理協定の承継効に基づく土地及び建物に係る義務について、知らない場合に被
る不測の損害が回避されることを規制の効果として見込んでいたが、事後評価の時点で承継効に基づく義務のかかった土地及び建物の取引例はなく、承継効が
存在することに関して宅地建物取引業法第三十五条第一項第二号に基づき重要事項の説明等がなされた実績はないため、効果は未だ発現していない。

効果の定量化が困難であるため、便益についても定量化が困難である。

規制の事後評価書（要旨）

法律又は政令の名称

評価実施時期

費用、効果（便益）及び間接的な影
響の把握

都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

規制の名称 宅地建物取引業法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限

規制の区分

都市局まちづくり推進課


